
文化芸術みらい預金  
 

ご利用いただける方 個人のお客さま 法人のお客さま 

取 扱 開 始 日 2026年 6月 8日（月） 

預入 形式種類 

①通帳式 

-スーパー定期 

-スーパー定期 300 

-大口定期 

②インターネット定期預金（以下「IB定期」

といいます。） 

※インターネットバンキング（以下「IB」

といいます。）にて開設可能です。お届け

印は、IB代表口座お届け印と共通となりま

す。 

※通帳、証書等は発行いたしません。 

※お預入れ明細等は、IBの「定期照会」メ

ニューにてご確認ください。 

①通帳式 

-スーパー定期 

-スーパー定期 300 

-大口定期 

 方法 

①通帳式 

-当行本支店の窓口でお預入れいただけま

す。 

②IB定期 

-IB のサービス指定口座からの一括振替預

入となります。 

①通帳式 

-当行本支店の窓口でお

預入れいただけます。 

 満期時取扱 

①通帳式 

一般定期預金として自動継続（元加継続方

式・利払継続方式）となります。 

②IB定期 

通常の IB 定期として自動継続（元加継続

方式のみ）となります。 

①通帳式 

一般定期預金として自

動継続（元加継続方式・

利払継続方式）となりま

す。 

 期間 1年 

 金額 10万円以上の新規預入 

 単位 1円 

払戻 一括 

①通帳式 

満期日以降に当行本支店の窓口で払い戻

しいただけます。 

②IB定期 

満期日以降に IBにて一括払戻となります。 

※当行本支店窓口ではお取引いただけま

せん。 

①通帳式 

満期日以降に当行本支

店の窓口で払い戻しい

ただけます。 

利息 適用金利 
①通帳式：店頭表示金利 

②IB定期：店頭表示金利＋0.010％ 

店頭表示金利 

 利払頻度 満期利払…解約利息を支払います。 

 付利単位 1円 

 計算方法 単利計算。1年を 365日とする日割り計算とします。 

 計算期間 預入日から満期日の前日までの期間とします。 

総合口座 個人のお客さまに限りお取扱いできます。 ご利用いただけません。 

 貸越極度 担保定期の 90％で最高限度 200万円です。 － 

 貸越利率 担保定期の約定利率に 0.5％を加えた利率と

なります。 

－ 

税 制 上 の 取 扱 

①通帳式 

分離課税（20％）又はマル優 

②IB定期 

総合課税又は非課税 



分離課税（20％） 

※①、②ともに復興特別所得税が付加され

ることにより、平成 25 年 1 月 1 日から平

成 49年 12月 31日までの 25年間、20.315％

の源泉分離課税（国税 15.315％、地方税

5％）となります。 

中 途 解 約 の 取 扱 

①通帳式 

当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合

には、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日か

ら解約日の前日までの日数及び次の預入期間に応じた利率（少数点第４

位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

（１）６か月未満       預入日における普通預金の利率 

（２）６か月以上１年未満   預入日における６か月ものの 

店頭表示利率×７０％ 

前項（２）の基準にもとづき計算した利率が預入日における普通預金の

利率を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、預入日における普通預

金の利率を適用します。 

②IB定期 
当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合
には、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日か
ら解約日の前日までの日数及び次の預入期間に応じた利率（少数点第４
位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに支払います。 
（１）６か月未満       預入日における普通預金の利率   
（２）６か月以上１年未満   預入日における６か月ものの 

店頭表示利率×７０％ 

前項（２）の基準にもとづき計算した利率が預入日における普通預金の

利率を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、預入日における普通預

金の利率を適用します。 

※中途解約のお手続は IB の「定期中途解約」メニューにて、預入日翌

日から満期日の 3営業日前まで操作可能です。 

満期後利息の取扱 解約日時点の普通預金利率を適用します。 

寄 付 に つ い て 

（１）寄付の流れ 

○個人・法人のお客さまが当行へ本定期預金をお預け入れ 

○当行は、本定期預金の預入総額の 0.05％相当額を寄付（寄付金は銀

行負担となりますので、お客さまの負担はございません。） 

○株式会社グローカル・クラウドファンディングが取り扱う「文化・芸

術」関連プロジェクトへ寄付を実施 

（２）寄付対象および寄付額 

○寄付対象は、各締日時点で募集終了しているプロジェクト 

○各プロジェクトへの寄付額は、当該プロジェクトのクラウドファンデ

ィング支援総額の 10％とする 

○1プロジェクトあたりの寄付上限額は 500万円 

※なお、寄付原資（預入総額の 0.05％）が、各プロジェクト支援総額の

10％に満たない場合は、各プロジェクトの支援金額に応じて按分のうえ

寄付します。 

※また、締日（（５）に後述）をまたぐプロジェクトについては、募集

終了時点が属する締日において寄付対象とします。 

※対象となる「文化・芸術」関連プロジェクトが存在しない場合は、寄

付金を次回へ繰り越します。 

（３）追加寄付 

○各プロジェクトについて、支援者数に応じた追加寄付を実施（お客さ



まの負担はございません。） 

※追加寄付額：支援者数 × 100円 

（４）お客さまへの情報提供 

○本定期預金をご利用いただいたお客さまへは、寄付先のプロジェクト

オーナーからのお礼メッセージを当行ホームページへ掲載します。 

○また、プロジェクトの進捗状況等について、株式会社グローカル・ク

ラウドファンディングよりメールマガジン等を通じて情報提供を行い

ます。 

（５）寄付実施時期 

○初回（第 1 期）の締日は 2026 年 11 月 30 日（月）とし、以降は毎年

5月末日及び 11月末日を締日として、半年ごとに寄付を実施します。 

留 意 事 項 

本定期預金にお預入れいただいても、寄付金控除は適用されません。 

その他のお取り扱いは、「スーパー定期」「スーパー定期 300」「大口定

期」「インターネット定期預金」のお取扱いに準じます。また、インター

ネットバンキングのお取扱い時間、お取引メニュー等についての詳細は、

当行ホームページをご覧ください。 

預 金 保 険 制 度 
預金保険制度の対象となります。（ただし、預金保険の対象となっている

他の預金と合算して元本 1,000万円までとその利息に限ります。） 

金利情報の入手方法 
窓口でお問い合わせください。 

当行ホームページでもご確認いただけます。 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

0570-017109 又は 03-5252-3772 

（2026 年 6 月 8 日現在） 


